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報告第２号

専決処分の報告について

令和８年１月２６日，工事請負契約の変更契約の締結について，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとお

り専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

１ 契約の名称

令和６年度大崎市三本木総合支所庁舎等空調設備更新工事（機械）

２ 議決された日

令和７年３月１１日

３ 変更する金額

（１） 変更前の契約金額 ２３５，９５０，０００円

（２） 変 更 契 約 金 額 １，４０５，８００円

（３） 変更後の契約金額 ２３７，３５５，８００円

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

- 1 -



議案第４１号

令和７年度大崎市一般会計補正予算（第１１号）

令和７年度大崎市一般会計の補正予算（第１１号）は，次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５６，４３１千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９，９６０，５７０千

円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定

により翌年度に繰り越して使用することができる経費の追加は，「第２

表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為の追加及

び変更は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の変更は，「第４表 地方債補正」による。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 市 税 17,269,999 333,539 17,603,538

1 市 民 税 6,607,023 333,539 6,940,562

11 地 方 交 付 税 18,073,508 876,195 18,949,703

1 地 方 交 付 税 18,073,508 876,195 18,949,703

13 分担金及 び負 担 金 424,642 52,050 476,692

1 負 担 金 424,642 52,050 476,692

14 使用料及 び手 数 料 481,478 △4,235 477,243

1 使 用 料 412,105 △4,235 407,870

15 国 庫 支 出 金 11,432,294 220,641 11,652,935

1 国 庫 負 担 金 7,990,125 54,152 8,044,277

2 国 庫 補 助 金 3,348,529 166,489 3,515,018

16 県 支 出 金 4,627,372 50,480 4,677,852

1 県 負 担 金 2,668,626 △40,942 2,627,684

2 県 補 助 金 1,628,717 91,422 1,720,139

17 財 産 収 入 147,907 153,174 301,081

1 財 産 運 用 収 入 88,903 1,717 90,620

2 財 産 売 払 収 入 59,004 151,457 210,461

18 寄 附 金 615,215 4,299 619,514

1 寄 附 金 615,215 4,299 619,514

19 繰 入 金 3,596,111 △1,031,416 2,564,695

1 基 金 繰 入 金 3,569,872 △1,031,416 2,538,456

21 諸 収 入 1,559,449 △44,496 1,514,953

4 雑 入 894,904 △44,496 850,408

22 市 債 5,073,300 246,200 5,319,500

1 市 債 5,073,300 246,200 5,319,500

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 5,802,864 5,802,864

歳        入        合        計 69,104,139 856,431 69,960,570
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歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 議 会 費 353,666 △2,604 351,062

1 議 会 費 353,666 △2,604 351,062

2 総 務 費 8,414,094 130,835 8,544,929

1 総 務 管 理 費 7,064,344 128,085 7,192,429

3 戸籍住民基本台帳費 239,783 2,750 242,533

3 民 生 費 24,150,481 △46,247 24,104,234

1 社 会 福 祉 費 9,667,221 △178,459 9,488,762

2 児 童 福 祉 費 11,665,778 105,606 11,771,384

3 生 活 保 護 費 2,810,034 26,606 2,836,640

4 衛 生 費 7,077,440 267,328 7,344,768

1 保 健 衛 生 費 4,978,269 267,297 5,245,566

2 清 掃 費 2,099,171 31 2,099,202

6 農 林 水 産 業 費 2,000,200 170,387 2,170,587

1 農 業 費 1,860,423 170,387 2,030,810

7 商 工 費 1,748,543 15,054 1,763,597

1 商 工 費 1,748,543 15,054 1,763,597

8 土 木 費 6,946,594 385,278 7,331,872

1 土 木 管 理 費 567,541 3 567,544

2 道 路 橋 り ょ う 費 2,369,759 360,049 2,729,808

4 都 市 計 画 費 3,153,839 25,175 3,179,014

5 住 宅 費 306,928 51 306,979

9 消 防 費 2,453,117 17 2,453,134

1 消 防 費 2,453,117 17 2,453,134

10 教 育 費 6,306,815 △63,617 6,243,198

1 教 育 総 務 費 1,579,062 △43,801 1,535,261

2 小 学 校 費 544,444 △8,625 535,819

3 中 学 校 費 454,507 6,663 461,170

5 社 会 教 育 費 1,679,424 △1,299 1,678,125

6 保 健 体 育 費 2,046,413 △16,555 2,029,858

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 9,653,189 9,653,189

歳        出        合        計 69,104,139 856,431 69,960,570
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第 ２ 表　　繰　越　明　許　費　補　正

追加 （単位：千円）

事　　業　　名 金　額

２ 総務費 １ 総務管理費 4,708 

４ 衛生費 １ 保健衛生費 4,100 

６ 農林水産業費 １ 農業費 150,000 

６ 農林水産業費 １ 農業費 7,036 

７ 商工費 １ 商工費 86,419 

７ 商工費 １ 商工費 31,680 

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 9,670 

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 55,500 

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 90,488 

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 207,127 

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 6,500 

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 172,347 

８ 土木費 ４ 都市計画費 96,030 

８ 土木費 ４ 都市計画費 72,079 

８ 土木費 ４ 都市計画費 55,800 

８ 土木費 ４ 都市計画費 6,700 

９ 消防費 １ 消防費 10,500 

１０ 教育費 ３ 中学校費 17,360 

１０ 教育費 ５ 社会教育費 5,874 

１０ 教育費 ６ 保健体育費 169,539 

款 項

一般管理経費

水道事業会計出資金

鳥獣被害対策事業

豊かなふる里保全整備事業

観光施設整備事業

スキー場施設整備事業

道路橋りょう維持補修経費

社会資本整備道路修繕事業

社会資本整備雪寒地域道路事業

橋りょう長寿命化修繕事業

道路橋りょう新設改良事業

社会資本道路整備事業

陸羽東線塚目駅周辺整備事業

李埣新田線改良事業

稲葉小泉線改良事業

鹿島台駅前線改良事業

消防施設整備事業

中学校天井等落下防止対策事業

公民館施設改修事業

体育施設改修事業
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追加 （単位：千円）

変更 （単位：千円）

第 ３ 表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　項 期　　　間 限度額

市議会広報印刷業務 自 令和７年度　至 令和８年度 12,206 

広報おおさき編集・印刷等業務 自 令和７年度　至 令和８年度 47,684 

鳴子こけし絵付け体験業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 1,022 

放課後児童クラブ運営業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 30,000 

健康管理システム改修業務委託（母子健康
診査事業分）

自 令和７年度　至 令和８年度 715 

健康管理システム改修業務委託（各種予防
接種事業分）

自 令和７年度　至 令和８年度 605 

狂犬病予防注射業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 8,540 

市民統一清掃廃棄物処理業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 7,530 

健康管理システム改修業務委託（成人歯科
保健事業分）

自 令和７年度　至 令和８年度 1,210 

化女沼特定外来生物調査等業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 1,091 

廃食用油再資源化推進業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 4,565 

物産振興促進業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 12,100 

観光振興促進業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 7,920 

道路維持補修業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 157,000 

気象観測システム利用管理業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 2,244 

消防団員用消防用品購入 自 令和７年度　至 令和８年度 11,384 

よむＹОМＵワークシートライセンスリー
ス

自 令和７年度　至 令和８年度 1,725 

標準学力調査業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 5,664 

スポーツ推進業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 2,815 

松山Ｂ＆Ｇ海洋センター高圧機器等更新工
事

自 令和７年度　至 令和８年度 4,883 

変　更　前 変　更　後

期　　間 限度額 期　　間 限度額

各種予防接種事業委託
自 令和７年度　
至 令和８年度

247,253
自 令和７年度　
至 令和８年度

266,063

事　　　項
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変更 （単位：千円）

第 ４ 表　　地　方　債　補　正

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

庁舎等設備
整備事業

109,800 

証書
借入
又は
証券
発行

3.0％以内
（ただし，
利率見直し
方式で借入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
について，
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

起債年度か
ら据置期間
を含め30年
以内に元利
均等償還又
は元金均等
償還により
償還する。
ただし，融
通条件又は
財政の都合
により償還
年限を短縮
し，若しく
は低利債に
借り換える
ことができ
る。

109,800 

証書
借入
又は
証券
発行

5.0％以内
（ただし，
利率見直し
方式で借入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
について，
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

起債年度か
ら据置期間
を含め30年
以内に元利
均等償還又
は元金均等
償還により
償還する。
ただし，融
通条件又は
財政の都合
により償還
年限を短縮
し，若しく
は低利債に
借り換える
ことができ
る。

地域振興施
設整備事業

53,400 同上 同上 同上 53,400 同上 同上 同上

施設等除却
事業

46,500 同上 同上 同上 46,500 同上 同上 同上

児童保育施
設整備事業

63,600 同上 同上 同上 63,600 同上 同上 同上

放課後児童
支援施設整
備事業　　　　　　　　　　　　　

75,900 同上 同上 同上 65,700 同上 同上 同上

水道事業出
資事業

6,400 同上 同上 同上 4,100 同上 同上 同上

土地改良事
業

55,500 同上 同上 同上 119,600 同上 同上 同上

観光施設整
備事業

216,800 同上 同上 同上 216,800 同上 同上 同上

道路新設改
良事業

931,600 同上 同上 同上 1,096,200 同上 同上 同上

排水路等整
備事業

306,500 同上 同上 同上 306,500 同上 同上 同上

河川等浚渫
事業

77,000 同上 同上 同上 77,000 同上 同上 同上

起債の目的
限度額

起債
の

方法
利率 償還の方法 限度額

起債
の

方法
利率

償還
の

方法
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街路整備事
業

76,200 同上 同上 同上 111,900 同上 同上 同上

市街地整備
事業

234,200 同上 同上 同上 217,200 同上 同上 同上

住宅整備事
業

36,700 同上 同上 同上 36,700 同上 同上 同上

消防施設整
備事業

104,800 同上 同上 同上 104,800 同上 同上 同上

児童等通学
支援事業

55,800 同上 同上 同上 55,800 同上 同上 同上

学校教育環
境整備事業

3,100 同上 同上 同上 3,100 同上 同上 同上

小学校施設
改修事業

6,300 同上 同上 同上 6,300 同上 同上 同上

中学校施設
改修事業

2,400 同上 同上 同上 13,700 同上 同上 同上

公民館施設
整備事業

5,800 同上 同上 同上 5,800 同上 同上 同上

文化施設整
備事業

6,100 同上 同上 同上 6,100 同上 同上 同上

体育施設整
備事業

410,900 同上 同上 同上 410,900 同上 同上 同上

道路橋りょ
う災害復旧
事業

36,200 同上 同上 同上 36,200 同上 同上 同上

河川施設災
害復旧事業

7,500 同上 同上 同上 7,500 同上 同上 同上

都市計画施
設災害復旧
事業

500 同上 同上 同上 500 同上 同上 同上

農業施設災
害復旧事業

3,200 同上 同上 同上 3,200 同上 同上 同上

林業施設災
害復旧事業

500 同上 同上 同上 500 同上 同上 同上
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議案第４２号

令和７年度大崎市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（第１号）

令和７年度大崎市奨学資金貸与事業特別会計の補正予算（第１号）は，

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，２７４千円を追加し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，２８９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 財 産 収 入 214 64 278

1 財 産 運 用 収 入 214 64 278

2 寄 附 金 1 129 130

1 寄 附 金 1 129 130

3 繰 越 金 1 3,081 3,082

1 繰 越 金 1 3,081 3,082

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 25,799 25,799

歳        入        合        計 26,015 3,274 29,289

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 総 務 費 215 4,474 4,689

1 総 務 管 理 費 215 4,474 4,689

2 事 業 費 25,800 △1,200 24,600

1 貸 与 事 業 費 25,800 △1,200 24,600

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 0 0

歳        出        合        計 26,015 3,274 29,289
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議案第４３号

令和７年度大崎市夜間急患センター事業特別会計補正予算（第３

号）

令和７年度大崎市夜間急患センター事業特別会計の補正予算（第３号）

は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を増減なしとし，歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１４４，１４６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 分担金及 び負 担 金 23,807 △1,892 21,915

1 負 担 金 23,807 △1,892 21,915

2 使用料及 び手 数 料 39,813 △3,050 36,763

1 使 用 料 39,333 △3,050 36,283

3 繰 入 金 74,496 4,942 79,438

1 他 会 計 繰 入 金 74,496 4,942 79,438

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 6,030 6,030

歳        入        合        計 144,146 0 144,146

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 夜間急患センター費 142,146 0 142,146

1 夜間急患センター費 142,146 0 142,146

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 2,000 2,000

歳        出        合        計 144,146 0 144,146
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議案第４４号

令和７年度大崎市日本語学校事業特別会計補正予算（第３号）

令和７年度大崎市日本語学校事業特別会計の補正予算（第３号）は，次

に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，９４９千円を減額

し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８７，１０２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 使用料及 び手 数 料 31,750 △4,260 27,490

1 使 用 料 31,300 △4,260 27,040

2 繰 入 金 55,101 △3,689 51,412

1 他 会 計 繰 入 金 55,101 △3,689 51,412

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 8,200 8,200

歳        入        合        計 95,051 △7,949 87,102

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 日 本 語 学 校 費 94,051 △7,949 86,102

1 日 本 語 学 校 費 94,051 △7,949 86,102

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 1,000 1,000

歳        出        合        計 95,051 △7,949 87,102
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議案第４５号

令和７年度大崎市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

令和７年度大崎市国民健康保険特別会計の補正予算（第４号）は，次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７３，８８４千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，８１７，４３７千

円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 国 民 健 康 保 険 税 1,852,886 116,535 1,969,421

1 国 民 健 康 保 険 税 1,852,886 116,535 1,969,421

4 県 支 出 金 10,415,995 127,585 10,543,580

1 県 補 助 金 10,415,995 127,585 10,543,580

6 繰 入 金 1,348,808 △109,460 1,239,348

1 他 会 計 繰 入 金 823,845 △103,395 720,450

2 基 金 繰 入 金 524,963 △6,065 518,898

7 繰 越 金 15,956 39,224 55,180

1 繰 越 金 15,956 39,224 55,180

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 9,908 9,908

歳        入        合        計 13,643,553 173,884 13,817,437

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 保 険 給 付 費 10,020,011 170,000 10,190,011

1 療 養 諸 費 8,631,967 60,000 8,691,967

2 高 額 療 養 費 1,352,533 110,000 1,462,533

6 諸 支 出 金 29,375 3,884 33,259

2 繰 出 金 9,751 3,884 13,635

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 3,594,167 3,594,167

歳        出        合        計 13,643,553 173,884 13,817,437
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議案第４６号

令和７年度大崎市介護保険特別会計補正予算（第４号）

令和７年度大崎市介護保険特別会計の補正予算（第４号）は，次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１９６，７５０千円を

減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，７５７，９０８

千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為の変更は，「第２表 債務負担行為補正」による。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3 国 庫 支 出 金 3,384,582 △227,726 3,156,856

1 国 庫 負 担 金 2,395,927 △77,220 2,318,707

2 国 庫 補 助 金 988,655 △150,506 838,149

4 支 払 基 金 交 付 金 3,653,258 △124,251 3,529,007

1 支 払 基 金 交 付 金 3,653,258 △124,251 3,529,007

5 県 支 出 金 1,957,807 △76,469 1,881,338

1 県 負 担 金 1,858,340 △63,904 1,794,436

2 県 補 助 金 99,467 △12,565 86,902

7 繰 入 金 2,004,643 223,239 2,227,882

1 他 会 計 繰 入 金 2,003,301 △75,985 1,927,316

2 基 金 繰 入 金 1,342 299,224 300,566

8 繰 越 金 39,951 8,457 48,408

1 繰 越 金 39,951 8,457 48,408

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 2,914,417 2,914,417

歳        入        合        計 13,954,658 △196,750 13,757,908

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 保 険 給 付 費 13,090,082 △184,000 12,906,082

1 介護サービス等諸費 12,077,675 △200,000 11,877,675

2 介 護 予 防
サ ー ビ ス 等 諸 費

194,460 5,000 199,460

4 高 額 介 護
サ ー ビ ス 等 費

280,571 10,000 290,571

5 高額医 療合算介護
サ ー ビ ス 等 費

31,399 1,000 32,399

3 地 域 支 援 事 業 費 671,468 △12,750 658,718

1 介 護 予 防 事 業 費 49,026 △3,505 45,521

2 包 括 的 支 援 事 業
・ 任 意 事 業 費

281,104 △6,096 275,008

3 介護予防・生活支援
サ ー ビ ス 事 業 費

340,200 △3,149 337,051

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 193,108 193,108

歳        出        合        計 13,954,658 △196,750 13,757,908

- 18 -



変更 （単位：千円）

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為　補　正

変　更　前 変　更　後

期　　間 限度額 期　　間 限度額

安心見守り事業委託
自 令和７年度　
至 令和８年度

3,756
自 令和７年度　
至 令和８年度

4,641

事　　　項
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議案第４７号

令和７年度大崎市水道事業会計補正予算（第３号）

第１条 令和７年度大崎市水道事業会計の補正予算（第３号）は，次に定

めるところによる。

第２条 令和７年度大崎市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条第４号中「１，８５１，２６５千円」を「２，０７１，２６５千円」

に改める。

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。

第４条 予算第４条括弧書中「１，５２１，０５２千円」を「１，５９６，７１

９千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科    目） （既決予定額） （補正予定額）  （  計  ）

収 入

第１款 水道事業収益 3,914,332 千円 70 千円 3,914,402 千円

第２項 営業外収益 212,742 千円 70 千円 212,812 千円

支 出

第１款 水道事業費用 3,957,960 千円 72,189 千円 4,030,149 千円

第１項 営業費用 3,792,797 千円 33,784 千円 3,826,581 千円

第２項 営業外費用 136,663 千円 38,405 千円 175,068 千円

（科    目） （既決予定額） （補正予定額）  （  計  ）

収 入

第１款 水道事業資本的収入 1,147,426 千円 144,333 千円 1,291,759 千円

第１項 企業債 981,800 千円 73,300 千円 1,055,100 千円

第２項 補助金 23,858 千円 73,333 千円 97,191 千円

第６項 出資金 6,400 千円 △2,300 千円 4,100 千円

支 出

第１款 水道事業資本的支出 2,668,478 千円 220,000 千円 2,888,478 千円

第１項 建設改良費 1,878,043 千円 220,000 千円 2,098,043 千円
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第５条 予算第６条の表中「22,700」を「96,000」に改める。

第６条 予算第１０条中「２３，１０１千円」を「２２，９９２千円」に

改める。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第４８号

令和７年度大崎市下水道事業会計補正予算（第２号）

第１条 令和７年度大崎市下水道事業会計の補正予算（第２号）は，次に

定めるところによる。

第２条 令和７年度大崎市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第２条第４号中「１，６４６，８８０千円」を「１，４４１，０７７千

円」に改める。

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。

第４条 予算第４条括弧書中「１，２４０，８６５千円」を「１，２１６，

８４６千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，

過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金」を「過年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額，当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額，引継金，過年度分損益勘定留保資金及び当年度

分損益勘定留保資金」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとお

り補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 下水道事業収益 4,355,591 千円 827 千円 4,356,418 千円

第２項 営業外収益 2,444,940 千円 827 千円 2,445,767 千円

支 出

第１款 下水道事業費用 4,681,542 千円 132 千円 4,681,674 千円

第３項 特別損失 3,603 千円 132 千円 3,735 千円

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 下水道事業資本的収入 3,347,402千円 △180,420千円 3,166,982千円

- 22 -



第５条 予算第６条の表中「493,700」を「452,700」に，「164,500」を

「155,900」に，「45,900」を「35,600」に改める。

第６条 予算第１０条中「１，３７６，４７０千円」を「１，３７８，２

７７千円」に改める。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

第１項 企業債 1,715,400千円 △59,900千円 1,655,500千円

第３項 他会計補助金 223,381千円 980千円 224,361千円

第４項 国県補助金 659,500千円 △121,500千円 538,000千円

支 出

第１款 下水道事業資本的支出 4,588,267千円 △204,439千円 4,383,828千円

第１項 建設改良費 1,646,880千円 △205,803千円 1,441,077千円

第２項 企業債償還金 2,931,387千円 1,364千円 2,932,751千円
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議案第４９号

令和７年度大崎市病院事業会計補正予算（第４号）

第１条 令和７年度大崎市病院事業会計の補正予算（第４号）は，次に定

めるところによる。

第２条 令和７年度大崎市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 病院事業収益 28,384,558 千円 274,194 千円 28,658,752 千円

第１項 医業収益 25,408,543 千円 110,813 千円 25,519,356 千円

第２項 医業外収益 2,818,639 千円 163,381 千円 2,982,020 千円

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

支 出

第１款 病院事業費用 29,614,864 千円 117,291 千円 29,732,155 千円

第１項 医業費用 29,256,508 千円 101,291 千円 29,357,799 千円

第３項 特別損失 14,751 千円 16,000 千円 30,751 千円

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 資本的収入 2,364,604 千円 0 千円 2,364,604 千円

第１項 企業債 1,623,700 千円 △92,000 千円 1,531,700 千円

第６項 補助金 0 千円 92,000 千円 92,000 千円

第４条 予算第５条の表に次のように加える。
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第５条 予算第６条の表中「３．０％」を「５．０％」に，「２８１，４

００」を「１８９，４００」に改める。

第６条 予算第１０条中「大崎市一般会計」の次に「及び他の特別会計」

を加え，「６２７，４６６千円」を「６１３，０３０千円」に改める。

第７条 予算第１１条中「９，９７６，９２１千円」を「１０，０８８，

３４１千円」に改める。

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

保守委託業務適正化管理業

務委託

自 令和 ７年度

至 令和 ８年度
４，４５５
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議案第５０号

工事請負契約の変更契約の締結について

令和７年９月１７日付けで議決を得た大崎市市民プール大規模改修工事

（建築）請負契約の一部を次のように変更し，契約を締結することについ

て，大崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１８年大崎市条例第７０号）第２条の規定により，議会の議決を

求める。

原 契 約 金 額 ２８０，８３０，０００円

変 更 契 約 金 額 １４，３８６，９００円

変更後の契約金額 ２９５，２１６，９００円

令和８年２月２６日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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